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御開帳にぎわい創出実行委員会規約（案） 

 
 （名称） 
第１条 本会は、御開帳にぎわい創出実行委員会（以下「実行委員会」という。）と
称する。 

 
 （目的） 
第２条 実行委員会は、善光寺御開帳に合わせ、まちのにぎわいの創出や善光寺御開
帳の先を見据えた「歩いて楽しく、滞在して心地よい」都市空間づくりを進め、市
内及び周辺地域への回遊を促進し、地域全体の経済の好循環を生み出し、観光客に
選ばれる「観光都市ながの」を善光寺御開帳奉賛会等の関係団体と連携して実現す

ることを目的とする。 
 
 （事業） 
第３条 実行委員会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 
 (1) にぎわいイベントの実施とにぎわい空間の演出に関すること。 
 (2) 関係機関、関係団体等の連絡調整に関すること。 
 (3) その他、前条の目的を達成するために必要と認められる事業に関すること。 
 

（組織） 

第４条 実行委員会は、会長及び委員をもって構成する。 

２ 会長は、長野市長をもって充てる。 

３ 委員は、次に掲げる者のうちから会長が指名する。 

 (1) 経済団体の役職員 

(2) 観光･まちづくり団体の役職員 

(3) 文化芸術団体の役職員 

(4) 地域住民の代表 

(5) 地方公共団体の職員 

(6) 前各号に掲げる者のほか、会長が必要と認める者 

 

（役員） 

第５条 実行委員会に、会長のほか次の役員を置く。 

(1) 副会長 若干名 

(2) 監事 ２名 

２ 役員は、委員のうちから会長が指名する。 

 

（役員の職務） 

第６条 会長は、実行委員会を代表し、会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名した副

会長が、その職務を代理する。 
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３ 監事は、実行委員会の会計その他の事務を監査する。 

 
 （オブザーバー） 
第７条 実行委員会に、オブザーバーを置くことができる。 
２ オブザーバーは、会長が指名する。 
３ オブザーバーは、実行委員会の会議（以下、「会議」という。）に出席し、会長の
求めに応じ、意見を述べることができる。 

 
 （任期） 

第８条 役員及び委員の任期は、第19条の規定に基づき実行委員会が解散するときま

でとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りではない。 

２ 委員が、就任時の機関又は団体の役職を離れた場合は、その後任者が前任者の残
任期間を務めるものとする。 

 
 （報酬等） 
第９条 役員及び委員は、無報酬とする。ただし、その職務を執行するために要した
費用を弁償することができる。 

 
 （会議） 
第 10条 会議は、役員及び委員をもって構成し、必要に応じて会長が招集する。 
２ 会議は、次に掲げる事項を審議する。 
 (1) 規約の制定及び改廃に関すること。 

  (2) 事業計画及び事業報告に関すること。 
 (3) 予算及び決算に関すること。 
 (4) その他事業の重要な事項に関すること。 
３ 会議は、会長が必要に応じてこれを招集し、会長が議長となる。 
４ 会議は、構成員の過半数の出席がなければ開会することができない。 
５ 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長が決定する。 
６ やむを得ない理由のため会議に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項
について書面をもって表決し、又は代理人に表決を委任することができる。この場
合において、前項の規定については、出席したものとみなす。 

７ 会長は、必要に応じて、会議に役員及び委員以外の者の出席を求め、意見を聞く
ことができる。 

 
 （会長の専決処分） 
第 11 条 会長は、会議を招集するいとまがないときは、その議決すべき事項につい
て、これを専決処分することができる。 

２ 会長は、前項の規定により専決処分をしたときは、これを次の会議において報告
し、その承認を求めなければならない。 

 
 （ワーキンググループ） 
第 12 条 実行委員会に、事業遂行のため必要に応じてワーキンググループを置くこ
とができる。 
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 （事務局） 
第 13 条 実行委員会の事務局は、長野市観光文化部観光振興課御開帳プロモーショ
ン室内に置く。 

２ 事務局に事務局長を置き、長野市観光文化部長をもって充てる。 
３ 実行委員会の庶務は、事務局長が総括し処理する。 
 
 （経費） 
第 14 条 実行委員会に必要な経費は、補助金及び負担金、その他の収入をもって充
てる。 

  
 （会計年度） 
第15条 実行委員会の会計年度は、実行委員会の設立の日から解散の日までとする。 

 
 （事業計画書及び収支予算書） 
第 16 条 実行委員会の事業計画書及び収支予算書は会長が作成し、会議の議決を経
なければならない。これらを変更する場合も同様とする。 

 
 （事業報告書及び収支決算書） 
第 17 条 実行委員会の事業報告書及び収支決算書は、会長が毎事業年度終了後、遅
滞なく作成し、監事の監査を受け、会議の議決を経なければならない。 

 
 （規約の変更） 
第 18 条 この規約は、役員及び委員の４分の３以上の同意を得なければ変更するこ

とができない。 
 
 （解散及び残余財産の処分） 
第 19 条 実行委員会は、第２条の目的を達成した後、速やかに実績報告及び決算報
告を行い、解散する。 

２ 実行委員会が解散した場合において、その残余財産は、長野市に帰属するものと
する。 

 
 （雑則） 
第 20 条 この規約に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は、会
長が別に定める。 

 
 

附 則 
  １ この規約は、令和８年４月 24日から施行する。 

   

 


